
議案第２６号 

  北九州市文化芸術推進プラン（素案）に対する意見について 

 令和６年９月２６日提出 

                      北九州市教育委員会 

                       教育長 田島 裕美 

 

提案理由 文化芸術基本法第７条の２第２項の規定に基づき北九州市長から意

見を求められた件について、教育委員会の意見を回答するため、この議案を提

出する。 



 



北九教総総第  号 

令和６年９月  日 

 

北九州市長 武内 和久 様 

 

北九州市教育委員会 

 

 

北九州市文化芸術推進プラン（素案）に対する意見について（回答） 

 

 

 文化芸術基本法第７条の２第２項の規定に基づき、北九州市長から意見を求

められた標記の件について、下記のとおり意見を回答するもの。 

 

記 

 
北九州市文化芸術推進プラン（素案）（以下、プランという。）については、

異議なし。 

ただし、今後のプラン推進にあたっては、以下のことに留意し、取組を進め

られたい。 

 

①市内の伝統的な祭り等については、市外の方へ魅力を発信するとともに、市

民に対しても文化的な価値を周知されたい。 

 

②子育て世代や若い方たち等、幅広い世代が芸術・文化に触れる機会を提供さ

れたい。 

 

③文化イベント等の実施にあたっては、開催回数や対象世代等を考慮された

い。 

 
以上 

 



 






